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 税額のわかる証明書類 

申請には、世帯調書に記載された世帯構成員（乳幼児・児童・学生を除く）のそれぞれの職

業等に応じて、以下の書類を提出してください。 

※申請日によって、提出していただく書類の年度が異なりますので、お問合せ下さい 

（診療予定期間が7月1日をまたぐ場合は2年度分の書類が必要となります） 

世帯構成員 

の職業等 
必要書類 交付場所 備考 

給与所得者 

（パート、アルバイト含む） 

①源泉徴収票 

勤務先（お手元にない場合は

勤務先で発行の依頼をしてく

ださい。） 

 

②課税証明書 中泊町役場 ①の税額が０円の場合に提出 

自営業、農業など 

①確定申告書 本人控（コピー可）  

②納税証明書その１ 五所川原税務署  

③課税証明書 中泊町役場 ②の税額が０円の場合に提出 

無職 課税証明書 中泊町役場  

生活保護受給者 生活保護受給証明書 西北地方福祉事務所 申請日より3ヵ月以内のもの 

※所得税が課税されている場合は、市町村民税課税証明書は原則として不要です（町の公簿等で課税状況

が確認できる場合）が、市町村民税の住宅借入金等特別控除を受けている場合は、特別控除が行われる

前の市町村民税がわかる資料が必要です。 

 

 県内養育医療指定医療機関 

医療機関名 所在地 医療機関名 所在地 

独立行政法人国立病院機構弘前病院 弘前市 むつ総合病院 むつ市 

弘前大学医学部附属病院院 弘前市 三戸町国民健康保険三戸中央病院 三戸町 

青森県立中央病 青森市 国民健康保険五戸総合病院 五戸町 

青森市民病院 青森市 国民健康保険南部町医療センター 南部町 

弘前市立病院 弘前市 八戸赤十字病院 八戸市 

八戸市立市民病院 八戸市 労働者健康福祉病院機構青森労災病院 八戸市 

黒石市国民健康保険黒石病院 黒石市 公立野辺地病院 野辺地町

つがる西北五広域連合つがる総合病院 五所川原市 あおもり協立病院 青森市 

十和田市立中央病院 十和田市 津軽保健生活協同組合健生病院 弘前市 

三沢市立三沢病院 三沢市   

県外の医療機関については、お問合せ下さい。 



 その他 

１、医療機関の変更・追加：新たに変更・追加先の医療機関の担当医師から「養育医療意見

書」を発行してもらい、「養育医療費給付申請書」に必要事項を記入し、申請して下さ

い。 

 

２、未熟児の住所・被保険者証等の変更：「養育医療券」の内容に変更が生じた場合は、「申

請事項等変更届」に記入して、届け出をしてください。 

 

３、養育医療に係る支払いした医療費の自己負担分は、町で実施している乳幼児医療

費助成制度の対象となりますので、支払いした領収書をもって中泊町役場福

祉課に申請して下さい。 

 

 

 

申請先 

 中泊町役場町民課 健康推進係 

〒037‐0392  青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂 209 番地 

電 話 ０１７３－５７－２１１１（代）  

 


